奈良県知事　
荒井正吾　殿

奈良県における看護師増員のための要望書

（奈良県の看護師不足を改善し、県民に安心・安全の医療を提供することを求めて）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　2010年１月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師・看護師の増員を求める

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　上村　啓子
　日頃より、県民のいのち、くらしを守り、ご努力いただいております事に敬意を表します。

　奈良県におかれましては、この間、地域医療対策協議会「看護師等確保専門部会」での議論等のうえに、様々な施策が行われてきました。私たち「医師・看護師の増員を求める奈良県実行委員会」（以下「実行委員会」と略す）としても、その取組みを一定評価するものです。しかし、奈良県の看護師確保・定着の状況は、第6次需給計画に照らしても（H20年▲2,194人・供給見込み▲1,180人）、実行委員会が行った「2009年看護職員の労働・健康実態調査」（以下「実態調査」と略す）、病院・学校訪問・懇談でも、依然、深刻な不足の状況にあります。
　奈良県でも、平成23年からの第7次看護職員需給計画の策定に向け、調査、検討がはじまっています。実行委員会としても、この検討にあわせて、これまで行ってきた要請、調査、病院訪問・懇談等をふまえ、奈良県の看護師不足を改善し、県民に安心・安全の医療を提供するために何が必要か、下記のように提案を含め要望させていただきます。
記

１、県、地域、病院が共通のシート（第4回看護師等確保部会「看護師等確保のための新たな施策について」）で設計図をつくる。
各医療機関においても、看護師確保につながる様々な取り組みを行っています。看護師確保にはこれという特効薬はなく、やれることを全てやり、その積み上げしかありません。しかし、いろいろ取組むにしても設計図がなければそれがどこに位置づくのか、どう関連するのか、全体の到達はどうかという事が見えません。そのためにも、看護師確保施策の全体図＝設計図をつくることが必要です。また、看護師確保のための施策は、その個々の医療機関だけでなく、県の施策、地域での施策、職能団体等の施策が関連しあっています。不足状況が深刻な奈良県では、特にその関連を強め、県、地域、職能団体等、各医療機関が一丸となって看護師確保施策に取り組むことが必要です。そのためにも、県のシート「施策の方向性・具体的な施策」を共通のシートとして活用し、地域、個々の医療機関等でそれをつくり、関連性が見えるようにすることが必要です。そしてその中で、県立や公立・公的病院の果たす役割、地域（医療圏）の連携を明確にします。
２、看護教育の遅れを取り戻し、看護教育の拡充が魅力となる奈良県に。

奈良県の看護師養成教育は他府県と比べても学校任せの傾向が強く、大きな役割・力を持つ奈良県が「共につくりあげる」姿勢にたつことが必要です。例えば、県立の看護学校はいまだに「病院付属」であり、予算、教員の体制も病院の事情に左右されてしまい、悪く言えば病院の意に沿う学校教育となってしまいます。全国的にも「病院付属」は奈良県以外では新潟に１校しかありません。「病院付属」から看護師養成教育の独り立ちを行い、その上での病院との協力関係を構築していくことが必要です。これまで地域医療対策協議会・看護師等確保専門部会では、看護師の養成問題については問題点として県内養成校卒業者の県内就業率の低さは取り上げられたものの、養成問題については一度も議論されていません。そのために、①医師・看護師確保対策室に、他府県のように看護教育を担当する（できれば）看護職の職員を配置し、厚労省や文科省などの情報を早期に収集し、学校に対し情報発信できるようにする（少なくとも滋賀県や兵庫県などは配置している）、②現時点で、県が看護養成・教育のビジョンを示すことは困難であり、現在、看護大学も含め２ヶ月に一度教務主任会議が開催されており、そこを最大限活用します。そのために、県としてどこが教務主任会からの要望や意見の窓口となるのか明確にします。また、教務主任会議からの要請に従い会議に出席します。教務主任会議にもその役割、責任を自覚し、努力いただきます。

３、面の政策と同時に点の政策で離職防止等の取り組みを強化する。

県の施策の方向性でも、看護職員の離職率を低下させるとして「看護職員のメンタル・ケアの充実」として相談窓口の設置を、将来的に実施を検討するものとしています。また、相談記録を整理・分析し、各病院へフィードバックすることも課題としています。離職防止の上でも、看護師が悩みを一人で抱え、深刻化させる前に、どこかに相談し、受け止めてもらい、共に考えてもらう場が必要です。相談を通じ、悩みを解決することができたり、もう少しがんばってみようと考えたり、継続して相談に対応することで今の離職を思いとどまることは少なくありません。また、奈良労働局の「労働相談の概況：平成19年度」でも、相談業種では製造業に次ぎ保健衛生業が多く、労働問題への対応も必要です。個々の相談については、本来はその役割を職場の上司、同僚、病院看護部のトップが担っていますが、そこが必ずしもうまく機能しているとは限りません（実態調査でも）。同じ職場、病院の職員には言いにくいという面もあり、職場の上司側も含め、匿名でも対応できる公的な相談窓口の設置が必要です。現在、ナースセンターにおいて相談事業が行われています。平成20年度の利用状況では、求職、求人、進路相談等で年間11,995件にもなっています。ナースセンターの体制強化を行い、各病院の協力のもと、積極的に活用を位置づけさせていくことが必要です。

４、個々の医療機関においては、看護師不足・対策について、病院トップが共通認識をもち、相互支援を行う。

看護師の退職、確保が不十分、労務管理上の不備など、看護部に第一責任があるものの、とても今の看護師不足は看護部門だけで対応できるものではありません。また看護師確保問題はその病院の経営、医療活動にも直結する問題であり、病院が取組む最重要課題でもあります。しかし、いくつかの病院では看護部長（総師長）にその責任が過重に負わされ、場合によっては孤立している現状があります。院長、事務長が看護部長との認識を共有すること（場を保障する）、その共通認識の上で必要に応じた支援が必要です。
　以下、具体的に、奈良県の第4回看護師等確保部会「看護師等確保のための新たな施策について」に沿った形で提案、要望させていただきます（細字は県の作成した「看護師等確保のための新たな施策について」・それに対応する赤い文字が実行委員会からの提案・要望）。
１、看護職員の就業者数を増加させる

１、新規就業者数を増加させる

（１）看護職員の養成数を増加させる

· 奈良市が看護学校の新設を検討しており、県としても積極的に支援する。

①入学志願者を増加させる、職業としての看護職の魅力をアピール

【これから実施を検討するもの】

· ４年生大学化の推進　
· 高等学校の進路担当との連携構築

· 看護学校の「合同説明会」（県内３カ所程度で）を行い、看護をめざす学生に積極的に情報を発信し、相談にものるなど支援を行う。　※2010年度予算で進学ガイダンスの予算を計上
· 高校の進路指導の先生から、各学校や病院は状況を聞いているが、奈良県としても実態（めざす学生は増えているのか減っているのか、何が問題になっているか等）を把握する。
②養成所の運営及び新・増設に対する支援

【これから実施を検討するもの】

・教員の確保に対する支援（教員養成講習会の実施）
· 早急に県立での教務数６→８名への改善を。
· その背景にもなっている「病院付属」から看護学校＝教育機関としての自立の上での相互連携を構築する。

· 准看護師から看護師への移行を保障するために、県内の看護学校で移行教育コース、また進学コースをつくる。

【実施済み】

①ふれあい看護体験の実施

· 中学校：職業体験からの掘り起こし、目標づくりが必要。職業体験を活用し、カリキュラムを充実させる。学校側と受け入れる病院側の連携を密にする。
②新・増設に対する支援
· 奈良市が看護学校の新設を検討しており、県としても積極的に支援する（再掲）。

②運営に対する支援
（２）県外養成所就学者の県内医療機関への就業を増加させる

【これから実施を検討するもの】

①県内病院の情報を積極的に発信
・コンテンツの作成

・県ホームページへの登載

・メールマガジン配信システムの構築

・出身校を通じた本人へのアプローチ手法の構築

· ３－（３）でもそうだが、現在は「ドクターズネット」からはいっていくと「看護師のみなさまへ」のサイトにたどりつくようになっている。せめて同列にし、内容も「ドクターズネット」並にする。そこから各病院、各学校のホームページにリンクできるようにする。ナースセンターへの相談（メール）も。
【実施済み】
（３）県内病院の情報を一度に収集できる機会を設ける

【これから実施を検討するもの】

【実施済み】

①合同就職相談会の開催
・病院間の格差がある。県立は除いてほしいということもあり、その開催の仕方には工夫する。

・企業が主催する就職説明会で、奈良県でブースを確保する等行い、参加する医療機関の負担を軽減するとともに、奈良県として取り組む姿勢を強調する。
（４）看護師養成所等の卒業者の県内就業率を向上させる

【これから実施を検討するもの】

1 入学者選抜試験における地域枠の導入及び拡大
2 看護師のキャリアパスに合格した修学資金貸与制度の創設

3 県内の実習施設の確保

・現状は確保への県のかかわりはほとんどなく、学校任せとなっている。それではどうしても県内では確保できず、大阪などに実習先がなっている。県としても実習病院の開拓、確保に努める。
4 病棟勤務の看護師の業務負担軽減

【実施済み】

· 200床未満の一般病院等への就業を免除要件とした修学資金貸与制度の実施

· 修学資金貸与枠の拡大等、制度・予算を拡充する。

· 看護師等養成所運営補助金の交付について県内就業率に応じた調整率を導入

· 看護教育の拡充が求められる中で、加算であればわかるがカットとなれば教育に与える影響が大きい。

２、看護職員の離職率を低下させる
・上記４：個々の医療機関においては、看護師不足・対策について、病院トップが共通認識をもち、相互支援を行う
・奈良県として、看護師確保の取組み、到達点、これから取組む方向等、県内で働く看護師に知らせる。

（１）看護職員のメンタル・ケアの充実

【これから実施を検討するもの】

①充実した新人研修の実施
②相談窓口の設置

・上記３：ナースセンターの体制強化を行い、各病院の協力のもと積極的に活用を位置づけさせていく。
　※2010年度予算で看護職員メンタル相談事業として、ナースセンター内にメンタル相談窓口を設置。
③相談記録を整理・分析し、各病院へフィードバック

・上記３：ナースセンターの体制強化を行い、各病院の協力のもと積極的に活用を位置づけさせていく。
※2010年度予算で看護職員メンタル相談事業として、ナースセンター内にメンタル相談窓口を設置。
④定着促進モデル病院の選定と取り組みの紹介

【実施済み】

・①看護師長やプリセプターに対するメンタル・ケアに関する研修の実施

（２）各階層での研修の充実やキャリアアップに対する支援

【これから実施を検討するもの】

1 病棟での実習指導者の養成促進

2 階層別研修の充実促進

【実施済み】

・認定看護師資格取得者等のキャリアアップに対する支援
（３）働き続けられる環境の整備

【これから実施を検討するもの】

1 子育てや介護の充実促進、院内保育所の導入促進

2 学童保育の設置促進

3 訪問看護の充実

4 短時間正規雇用制度等の多様な働き方の導入促進

· まず、村上裁判の判例等から学ぶ。個々の医療機関においては、委員会、会議、研修、持ち帰り残業など、何を時間外勤務の対象とするかを明確にする。給与が低いから上げる以前に、働いたことに対する支払いをルール通りに行う。

· 県として、労務管理のあり方、疲労と退職等の関係が明確であることから、疲労を蓄積しないための勤務のあり方（時計回りの勤務等）など、医療機関管理者向けの研修を行う。
【実施済み】

· ①施設整備に対する補助
· ①運営費に対する補助

· ③訪問看護に関する技術研修や電話相談の実施

３、復職者数を増加させる

【これから実施を検討するもの】

（１）ナースバンクによる再就業や転職の支援【実施済み】

・ターゲットを絞る。潜在化させないためにも、復職のハードルが低い20～30代にターゲットを絞り、そこの層が受講しやすいようにする。静岡県のように集団研修時にも保育所を設置する。また、保育所を活用した場合の補助も行う。
・宣伝をより強める。県のホームページとリンクさせ（ナースセンター）、復職の体験等を掲載する。
※平成21年度の奈良県の復職応援事業の状況

　受講者　５～７月５人　９～11月14人　（12～２月　５人）

　就業者　６人

　年齢：29～53歳（平均39.2歳）　就業経験：０～20年（平均５年9ヵ月）
　離職期間～22年（平均8年8ヵ月）　
（２）病院と連携した復職支援研修の実施【実施済み】

（３）離職中の看護職員へのアクセスの確保と復職情報の提供

①県内病院の情報を積極的に発信
· コンテンツの作成

· 県ホームページへの登載

· 携帯サイトの開設

· メールマガジン配信システムの構築

· 退職前勤務病院を通じた本人へのアプローチ手法の構築

　

２、看護職員の業務負担の軽減

· まず、村上裁判の判例等から学ぶ。個々の医療機関においては、委員会、会議、研修、持ち帰り残業など、何を時間外勤務の対象とするかを明確にする。給与が低いから上げる以前に、働いたことに対する支払いをルール通りに行う。（再掲）

· 県として、労務管理のあり方、疲労と退職等の関係が明確であることから、疲労を蓄積しないための勤務のあり方（時計回りの勤務等）など、医療機関管理者向けの研修を行う。（再掲）
１、看護師以外の職種でも対応可能な業務の負担を軽減
【これから実施を検討するもの】

1 看護ヘルパーの導入促進
2 病棟薬剤師の導入促進

3 クレーム対応体制の整備促進

２、環境整備による看護職員の業務負担の軽減

【これから実施を検討するもの】

1 電子カルテの導入促進
2 ナースコール（PHS）の導入促進

3 物品管理システムの導入促進
３、業務改善による負担の軽減

【これから実施を検討するもの】

1 業務改善講習会の実施
2 業務改善アドバイザーの派遣

3 改善大賞の選定・発表会の実施

4 改善ヒント集の作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

